
　◆収入に関する証明書類一覧表◆　（○：必須書類　△：ある場合のみ提出）

１）下表『Ⅰ.収入に関する提出書類』について、【父・母】それぞれに該当する項目すべてに“〇”をしてください。<太枠内>

２）下表『Ⅱ.家庭事情に関する提出書類』について、同一生計家族に該当者がいる項目に“〇”をしてください。<太枠内>

３）上記で“〇”をした行にアンダーラインを引いてください。

４）アンダーラインを引いた行で“〇”の記載されている書類をすべて揃えてください。（△：ある場合のみ提出）

　　※別紙「収入に関する提出書類について」にて必ず各書類の詳細を確認してください。

５）すべての書類が揃ったら、確認として〇の中に“✓”を記入してください。

６）記入済みの本紙「収入に関する証明書類一覧表」と必要書類をすべて併せて提出してください。

※【指定用紙】と記載のある書類については、ホームページよりダウンロードしてください。
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Ⅰ．収 入 に 関 す る 提 出 書 類：父母両方について、該当する項目に“〇”を記入してください

（１）給与収入の場合(アルバイト含む) 父 母

令和3年1月1日以前から継続して勤務している方 ○ ○

令和3年１月2日以降に就職・転職した方 ○ △ △ ○（転職の場合）

現在、休業補償金または傷病手当金を受けている方 ○ ○

（２）給与収入以外の所得の場合
      自営業、農業所得、不動産所得、雑所得、
　　　代理店経営収入、外交員収入、利子、配当、
　　　資産・有価証券譲渡、その他一時所得

父 母

令和3年1月1日以前から継続して所得がある方 ○ ○ ○

令和3年１月2日以降に所得が発生する方 ○ ○ ○ ○

（３）現在、無職・無収入の場合 父 母

〔令和3年1月以前から〕
　収入（アルバイト等含む）が全くない方 ○

令和3年１月以降に退職した方
〔退職前は給与収入があった場合〕 ○ ○ △ △

令和3年１月以降に所得がなくなった方
〔それ以前は給与収入以外の所得があった場
合〕

○ △ ○

（４）公的機関等からの所得がある場合 父 母

年金（国民年金、厚生年金、遺族年金、
企業年金、障害年金等）・恩給を受けている方 ○ ○

児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当等
を受けている方 ○

Ⅱ．家 庭 事 情 に 関 す る 提 出 書 類：同一生計家族で下記に該当する方がいる場合“〇”を記入してください

父母ともに無収入の場合 ○

父または母が単身赴任している場合 ○

現在6か月以上療養中または今後療養を必要と
する方がいて医療費支出(本人負担)がある場合 ○

父子家庭・母子家庭 △ ○

心身障害、要介護、原爆被爆の方がいる家庭 ○

災害（風水害、地震、火災、盗難等）
にあった家庭 ○

学生ID

氏  名

　　　　　　　　　　　　　

※3月中に出願する場合は空欄にしてください

証 明 書 類

収入状況 / 家庭事情

右の①～⑱の各証明書類の詳細を

別紙「収入に関する提出書類について」

で確認し、適切な書類を提出ください。

父母両方(もしくはそれに代わる家計支持者)

の収入に係る書類を提出してください。



　  　　　◆収入に関する証明書類一覧表◆　（○：必須書類　△：ある場合のみ提出）

１）下表『Ⅰ.収入に関する提出書類』について、【父・母】それぞれに該当する項目すべてに“〇”をしてください。<太枠内>

２）下表『Ⅱ.家庭事情に関する提出書類』について、同一生計家族に該当者がいる項目に“〇”をしてください。<太枠内>

３）上記で“〇”をした行にアンダーラインを引いてください。

４）アンダーラインを引いた行で“〇”の記載されている書類をすべて揃えてください。（△：ある場合のみ提出）

　　※別紙「収入に関する提出書類について」にて必ず各書類の詳細を確認してください。

５）すべての書類が揃ったら、確認として〇の中に“✓”を記入してください。

６）記入済みの本紙「収入に関する証明書類一覧表」と必要書類をすべて併せて提出してください。

※【指定用紙】と記載のある書類については、ホームページよりダウンロードしてください。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

最
新
の
所
得
証
明
書
〔
原
本
〕

最
新
の
源
泉
徴
収
票
〔
写
し
〕

給
与
支
払

(

見
込

)

証
明
書
【
指
定
用
紙
】

退
職
証
明
書

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
〔
写
し
〕

休
業
補
償
金
支
給
額
の
証
明
書

又
は

 

傷
病
手
当
金
決
定
通
知
書
 
〔
写
し
〕

令
和
4
年
分
の
確
定
申
告
書
（
控
）
〔
写
し
〕

青
色
申
告
決
算
書
一
式

又
は

　

白
色
申
告
収
支
内
訳
書
　
〔
写
し
〕

所
得
報
告
書
【
指
定
用
紙
】

廃
業
証
明
書
〔
写
し
〕

年
金
額
改
定
通
知
書

　

又
は

　

年
金
振
込
通
知
書
〔
写
し
〕

児
童
手
当
・
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

の
受
給
金
額
が
記
載
さ
れ
た
通
知
書
〔
写
し
〕

家
計
状
況
報
告
書
【
指
定
用
紙
】

単
身
赴
任
に
係
る
領
収
書
〔
写
し
〕

長
期
療
養
報
告
書
【
指
定
用
紙
】

父
子
・
母
子
家
庭
の
証
明
書
〔
写
し
〕

障
害
者
手
帳
等
〔
写
し
〕

罹
災

(

被
災

)

証
明
書
･
盗
難
届
の
証
明
書
等
〔
写
し
〕

Ⅰ．収 入 に 関 す る 提 出 書 類：父母両方について、該当する項目に“〇”を記入してください

（１）給与収入の場合(アルバイト含む) 父 母

令和3年1月1日以前から継続して勤務している方 ○ ○

令和3年１月2日以降に就職・転職した方 ○ △ △ ○（転職の場合）

現在、休業補償金または傷病手当金を受けている方 ○ ○

（２）給与収入以外の所得の場合
      自営業、農業所得、不動産所得、雑所得、
　　　代理店経営収入、外交員収入、利子、配当、
　　　資産・有価証券譲渡、その他一時所得

父 母

令和3年1月1日以前から継続して所得がある方 ○ ○ ○

令和3年１月2日以降に所得が発生する方 ○ ○ ○ ○

（３）現在、無職・無収入の場合 父 母

〔令和3年1月以前から〕
　収入（アルバイト等含む）が全くない方 ○

令和3年１月以降に退職した方
〔退職前は給与収入があった場合〕 ○ ○ △ △
令和3年１月以降に所得がなくなった方
〔それ以前は給与収入以外の所得があった場
合〕

○ △ ○

（４）公的機関等からの所得がある場合 父 母

年金（国民年金、厚生年金、遺族年金、
企業年金、障害年金等）・恩給を受けている方 ○ ○

児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当等
を受けている方 ○

Ⅱ．家 庭 事 情 に 関 す る 提 出 書 類：同一生計家族で下記に該当する方がいる場合“〇”を記入してください

父母ともに無収入の場合 ○

父または母が単身赴任している場合 ○

現在6か月以上療養中または今後療養を必要と
する方がいて医療費支出(本人負担)がある場合 ○

父子家庭・母子家庭 △ ○

心身障害、要介護、原爆被爆の方がいる家庭 ○

災害（風水害、地震、火災、盗難等）
にあった家庭 ○

　　　　　　　　　　　　　

同志社　太郎

学生ID

氏  名

12345678

※3月中に出願する場合は空欄にしてください

証 明 書 類

収入状況 / 家庭事情

記入見本

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

右の①～⑱の各証明書類の詳細を

別紙「収入に関する提出書類について」

で確認し、適切な書類を提出ください。

父母両方(もしくはそれに代わる家計支持

者)の収入に係る書類を提出してください。


